
 

 

令和 4 年 9 月 

薬剤耐性菌検出 

報告書コメント新設のお知らせ 
 

謹啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。 

平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、令和２年度診療報酬改定に伴い、細菌薬剤感受性検査の算定方法が改定

されております。弊社におきましても、新たな報告様式での運用を開始いたしま

すので、下記の通りご案内申し上げます。 

何卒ご了承を賜りますようお願い申し上げます。           敬白 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 記 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 

■対象項目 

一般細菌培養同定及び一般細菌薬剤感受性検査 
 

■算定条件 

 D019 細菌薬剤感受性検査「4」薬剤耐性菌検出 

・細菌薬剤感受性検査は、結果として菌が検出できず実施できなかった場合に

おいては算定しない。 

・薬剤耐性菌検出は、基質特異性拡張型β-ラクタマーゼ産生、メタロ-β-ラク

タマーゼ産生、AmpC 産生等の薬剤耐性因子の有無の確認を行った場合に算

定する。 
 

■報告書コメント表記 
算定対象の薬剤耐性菌を検出した場合、微生物検査報告書に「薬剤耐性菌検出

あり」のコメントを加え、実施料 50点を従来の点数に加算して表記いたします。

（裏面参照） 
 

■対象菌種と検査法 

薬剤耐性因子 対象菌種 検査法 

基質特異性拡張型 

β-ラクタマーゼ（ESBL） 

産生 

Escherichia coli 

Klebsiella pneumoniae 

Klebsiella oxytoca 

Proteus mirabilis 

希釈法 

或いは 

DDST 法 

メタロ-β-ラクタマーゼ（MBL） 

産生 

Pseudomonas 

aeruginosa 
SMA 法 

※ AmpC 産生については検査対象外となります。 

 

■変更期日 

令和 4 年 10 月１日（土）受付分より 
裏面につづく 

22-0921 



 

 

■報告書コメント印字例 

 

 

従来の点数に 50点を加算し

て表記します。 

合計 574点   

 

 

 

算定対象の薬剤耐性菌を検出

した場合、菌名の右側に「◆」

を表記します。 

 

 

 

 

 

「◆薬剤耐性菌検出あり」の

コメントを表記します。 

 

 

＜データ連携について＞  

データ連携による結果受信をご利用のお客様につきましては、別途対応が必要な場合が

ございます。弊社営業担当者にご相談ください。 

 

以上 

細菌顕微鏡検査 
（その他のもの） 

64点  

細菌培養同定検査 
（口腔、気道又は 
呼吸器からの検体） 

170点  

細菌薬剤感受性検査 
（3 菌種以上） 

290点  

＋ 

薬剤耐性菌検出 50点  


